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 福 指 第 1 0 0 0 号     

令和７年 11月 21日 

 

認知症対応型共同生活介護事業所 管理者 各位 

 

福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課長  

（施設指導係）  

 

令和７年度の外部評価の実施の免除に係る申請について（通知） 

 

認知症対応型共同生活介護事業所においては、年に１回以上の外部評価の実施が必要です

が、福岡県外部評価実施要領に基づき、一定の要件を満たした事業所は、次年度（令和８年

度）の外部評価については実施しなくてもよいとされています。 

つきましては、当該要件を満たしている事業所のうち、外部評価の実施の免除を希望され

る事業所は、下記のとおり申請されますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 要件 

５年間継続して外部評価を実施している事業所であって、下記（１）から（４）までの

要件を全て満たすこと。なお、外部評価の実施が必要な年度に、運営推進会議を活用した

評価を行っている事業所は、免除の対象外となります。 

 

 （１）自己評価・外部評価結果及び目標達成計画を保険者に提出していること。 

 （２）運営推進会議が、過去１年間に６回以上開催されていること。 

 （３）運営推進会議に、事業所所在地の保険者の職員又は地域包括支援センターの職員が

必ず出席していること。 

 （４）自己評価・外部評価結果のうち、外部評価項目の２、３、４、７の実践状況（外部

評価）が適切であること。 

   ※ 上記の外部評価項目について 

    ２：事業所と地域とのつきあい 

    ３：運営推進会議を活かした取組み 

    ４：市町村との連携 

    ７：運営に関する利用者、家族等意見の反映 

〈注〉令和７年度の外部評価の実施が免除されている事業所は、令和８年度の外部評価は必

ず実施してください 

 

２ 提出が必要な書類 

 （１）外部評価の実施に係る申請書（様式１） 

 （２）自己評価及び外部評価結果（令和７年度分） 

 （３）目標達成計画（令和７年度の評価結果をもとに作成した計画） 

 （４）運営推進会議の議事録（過去１年間分） 
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 留意事項 

① 福岡市（事業者指導課）に（２）自己評価及び外部評価結果 及び（３）目標達成

計画を既に提出されている場合は、改めて提出していただく必要はありません。 

② 申請書の提出日時点で、令和７年度の外部評価の結果が確定していない場合は、申

請書にその旨を記載して提出してください。この場合、令和８年３月 31日までに実

施し、結果の確定後速やかに（２）自己評価及び外部評価結果 及び（３）目標達

成計画を提出してください。 

③ （４）運営推進会議の議事録には、参加者の出欠状況、会議の内容、結果等を具体

的に記載してください。また、配布した資料については、提出の必要はありません。 

 

３ 提出方法 

電子メールもしくは郵送で提出してください。 

○メールアドレス：shisetu-shido@city.fukuoka.lg.jp 

必ず件名に（事業所番号）外部評価実施免除申請と記載してください。 

○郵送先 

〒810-8620 福岡市中央区天神１丁目８番１号 

   福岡市役所 福祉局 高齢社会部 

 事業者指導課施設指導係 外部評価実施免除申請担当宛 

 

４ 提出期限 

令和８年１月 30日（金）必着 

 

５ 申請書類 

  福岡市ホームページに、申請書の様式等を掲載していますので、ご確認ください。 

（https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/jigyousyasido/health/00/05/5-010110_2.html） 

 

６ 自己評価について 

外部評価が免除の場合でも、自己評価は毎年度実施する必要があります。必ず自己評価

を実施し、その記録を残してください。 

 

７ その他 

 別紙「外部評価の実施の免除に係る申請について（Ｑ＆Ａ）」をご確認のうえ、不明な点

についてはメールにてお問い合わせください。 

 

 

 問い合わせ先 

福岡市 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 

 施設指導係 石村・美濃田（ミノダ） 

ＴＥＬ：092-711-4319 

宛先：shisetu-shido@city.fukuoka.lg.jp 
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